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地域支えあい推進部地域活動推進課

地域支えあい推進部中部すこやか福祉センター

昭和区民活動センター建替整備基本方針の再策定について

昭和区民活動センター現地建替整備のスケジュール変更に伴い、平成３１年

（２０１９年）４月に策定した基本方針について再策定したので以下のとおり

報告する。

１ 整備予定施設の概要

（１）整備予定地

住居表示：中野区中野六丁目１６番２０号

地 番 ：中野区中野六丁目１３番１ 他６筆

敷地面積：１２２３．９０㎡（拡張用地を含む）

（２）整備施設の内容

昭和区民活動センター

延床面積：約１０００㎡

（３）代替施設

整備予定地：温暖化対策推進オフィス跡施設（住居表示：中野区中野五丁目４番７号）

の３・４階を活用して代替施設を整備する。

２ 整備スケジュール（予定）

令和４年（２０２２年）３月 基本方針再策定

令和４年度（２０２２年度） 基本計画策定

令和５年度（２０２３年度）～令和６年度（２０２４年度）

基本設計・実施設計

令和６年度（２０２４年度）～令和８年度（２０２６年度）

解体・建築工事

令和８年度（２０２６年度） 開設

３ 昭和区民活動センター建替整備基本方針（令和４年３月）【別添資料】
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１ 施設整備の目的

現在の昭和区民活動センターは、昭和４５年に昭和出張所として建築された施設

で、老朽化が進んでいます。また、延床５１２㎡と狭隘であることから、様々な地

域活動の実施に際して支障をきたしている状況もみられます。

そのため、速やかに建替整備を行い、より使いやすい施設とすることで、更に活

動が活発になり、乳幼児親子から高齢者まで、幅広い地域住民が集う地域拠点とす

ることを目指しています。

なお、建設期間中の代替施設は、区域内にある温暖化対策推進オフィスの跡施設

を活用します。

本方針は平成３１年４月に策定しましたが、策定後整備手法などについて再検討

を行ったことからスケジュールの変更が生じたため、あらたに策定するものです。

２ 現 況

（１）昭和区民活動センター担当区域

（２）現昭和区民活動センターの概要

敷地面積：５９７．６２㎡（拡張用地を除く）

延床面積：５１２．５５㎡（地上２階）

建築年 ：昭和４５年（１９７０年）１月

※最寄りの交通機関

関東バス（宿０８） 「中野六丁目」下車 徒歩２分

昭和区民活動センター

上高田１丁目

新井１丁目

中野５丁目 中野６丁目 東中野３丁目

中野駅北口

上高田２丁目

温暖化対策推進オフィス跡施設

東中野駅西口

早稲田通り
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３ 整備予定地の概要

（１）整備予定地（現在の昭和区民活動センターの敷地及び拡張用地）

住居表示：中野区中野六丁目１６番２０号

敷地面積：１,２２３．９０㎡（拡張用地６２６．２５㎡を含む）

（２）整備用地の建築規制

用途地域：第一種低層住居専用地域

建ペイ率：６０％

容 積 率：１５０％

※埋蔵文化財包蔵地の指定有（令和元年度試掘調査済、本調査不要）

現・昭和区民活動センター

文園公園

昭和区民活動センター拡張用地
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４ 整備概要

（１）規模

延床面積：約１,０００㎡

（２）整備概要

①地域団体の連携強化や公益活動などを推進するために利用できるスペース

○地域活動室 ○地域交流スペース（高齢者集会室機能含）

②区民団体に貸し出す集会室等

○集会室（音楽室機能含） ○調理室 ○多目的室

③事務スペース

○集会室貸出等の受付窓口 ○運営委員会事務局の事務室

○区職員の事務室

④共用スペース

○倉庫 ○駐輪・駐車場 等

※ 設置する室及び広さなどは、今後の実施設計の段階で確定します。

５ 代替施設の概要

（１）整備予定地

温暖化対策推進オフィス跡施設（住居表示：中野区中野五丁目４番７号）

（ＳＲＣ造地下２階・地上６階建）の３・４階を活用して整備します。

（２）整備概要

○事務室 ○集会室

（３）使用期間 建替工事期間中

（４）アクセス

○交 通 関東バス（宿０８）「もみじ山通り」「中野五丁目」下車 徒歩１分

○現昭和区民活動センターより徒歩５分

６ 整備スケジュール（予定）

平成３１年度（２０１９年度） 基本方針策定

令和４年（２０２２年） ３月 基本方針再策定

令和４年度（２０２２年度） 基本計画策定

令和５年度（２０２３年度） ～ 令和６年度（２０２４年度）前半

基本設計・実施設計

令和６年度（２０２４年度） ～ 令和８年度（２０２６年度）

解体・建築工事

（期間中代替施設使用）

令和８年度（２０２６年度） 開設


